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下北沢編 

きた わ 街 づくり
平成１７年７月 

 
北沢総合支所管内の街づくりのお知らせ ■ ３月２４日実施の地区計画素案説明会参加者数及び説明会後（４月７日まで）に寄せられた意見数 

地区内 地区外 合計 地区内 地区外 合計 ●参加者 
３２人 ５５人 ８７人 

 ●意見提出 
１４件 １８件 ３２件 

    ※ 地区内（計画の区域内）・地区外（計画の区域外）の区分は、説明会出席表や意見の書面等に記載された「住所」によるものです。 
 
 ◆ 地区計画素案に関して寄せられた主なご意見と区の考え方 

発行： 田谷区北沢総合支所街づくり部街づくり課 Ｑ１ 建替えを考えているが、建物は高くしないといけないの

か。 
Ａ１ 現在、この地区の住宅地区では建築物の高さの最高限度

が 45ｍ、商業地区においては高さの上限がありません。こ

の地区計画では、計画の目標に従って、それぞれの地区に

ふさわしい建物の高さの上限を新たに設定します。これ

は、制限を超えて建てることができないということで、そ

の範囲内で建ててくださいというルールです。 

Ｑ４ 敷地が角地や二方の道路に面する場合、壁面後退は両方

でするのか。 
Ａ４ 買い物空間や歩行空間の充実、緊急車両の通行や災害時

の避難空間を確保するには、連続した道路空間の拡充が必

要であるため、両面とも後退することになります。

Ｖｏｌ．１２ 

下北沢駅周辺地区地 計画「素案」について、詳しくお知らせします

このお知らせは、対象地区にお住ま

本年３月に下北沢街づくり懇談 をはじめ、地元の皆様のご意見を踏まえて作成しました地区計画素案の概要

をお知らせしましたが（Ｖｏｌ． １参照）、今回、地区計画素案の考え方をはじめ、制限や緩和の主な内容に

ついて次ページ以降で詳しく解説 ます。 
なお、現在、区では窓口や電話 、地権者（土地・建物の所有者等）の皆様からの建築等のご相談を個別に

受けております。地区計画素案の 容でわからない点など、遠慮なくお問い合わせ、ご相談ください。 

Ｑ５ 壁面後退する部分の土地は区が買収せず、私有のままな

のか。そのメリットは何か。 
Ａ５ 後退部分の土地は、私有のままとし、建築計画の建ぺい

率、容積率の算定の際、自分の土地として敷地面積に算入

することができます。 
Ｑ２ 中層建築物主体の街並みの継承という考え方と、都市計

画道路沿道に対する高さ緩和に矛盾を感じるが。 
Ａ２ 下北沢駅周辺地区は、区の都市計画の基本方針である

「都市整備方針」の中で、三軒茶屋・二子玉川と並ぶ広域

生活拠点と位置付けられ、土地利用の将来像として商業業

務施設が集積するゾーンとされています。 
この方針に基づき、新しい街の顔となる駅前広場等（世

区街 10 号線）・補助 54 号線や茶沢通り沿道の一部では、

道路の持つ交通機能・空間機能・市街地形成機能を商業活

性化に活用し、敷地規模や公開空地の提供などを条件とし

た秩序ある土地の高度利用を図りながら、新しい魅力的な

商業空間の創造に結び付けていきたいと考えています。ま

た、その他の商業を中心とする地区では、現在の親密感あ

る街並みを基本とした建物の高さや、壁面後退などの新た

なルールを決めることにより、道路斜線制限や前面道路幅

員による容積率制限を緩和して、効率的な建築計画や土地

の有効活用の実現を図っていきます。 
地区全体としては、住宅を中心とする地区の低中層の街

並み、商業を中心とする地区の大半を占める中層の街並み

と都市計画道路沿道の中高層の街並みなど、地区の特性を

活かす建物の誘導を図り、メリハリのある街並みの形成を

目指します。 

■ 地区計画素案説明会 催
平成１７年３月２４日に地 画素案説明会を北沢タウンホールで開催しました。当日は夜の開催にも関

わらず、８７名の方々が参加 、区の説明に熱心に耳を傾けていらっしゃいました。また質疑応答では様々

なご意見やご質問をいただき た。なお、説明会当日やそれ以降に寄せられた主なご意見と区の考え方に

ついては、８ページに掲載し たのでご覧ください。 

   世田谷区北沢総合支所街づくり部街づくり課（下北沢担当） 
     住所：〒155-8666 世田谷区北沢２－８－１８     窓口：北沢タウンホール７階 

     電話：０３－５４７８－８０７４・８０３１（直通）  FAX：０３－５４７８－８０１９ 

     ホームページ：区のホームページ（http://www.city.setagaya.tokyo.jp）からもご覧になれます 

            直接のアドレスは、http://www.city.setagaya.tokyo.jp/topics/kitazawa/machidukurika 

■ これまでの街づくり れと今後のスケジュール 

  

■ 下北沢駅周辺地区街

《街づくりの目標》 
 下北沢駅周辺地区は、小田急線
交通の要衝にあり、古くから北沢
として栄え、区の都市整備方針に
に位置付けられている。また、個
劇場に代表される下北沢の文化
宅地と調和しながら発展してき
立体交差事業などを契機に、街全
一層引き出し、さらに発展させ
源を活かした『生活と文化を育
なる安全で住みよい賑わいの街

Ｑ３ 将来、広幅員の駅前広場や補助 54 号線に面することに

なる建物が、なぜ壁面後退（3号壁面線）するのか。 
Ａ３ 現状は、前面の道路幅員による容積率制限で 500％の指

定容積率が使えず、また道路斜線により整形な建物が建て

られていない状況にありますが、広幅員の都市計画道路

（駅前広場等）が整備されることにより、道路斜線の影響

がなくなり、容積率も 500％使えるようになります。ここ

での壁面後退は、こうした公共事業によるメリットに対応

した街づくりへの貢献策として、一階部分の後退による歩

道への商品のはみ出し防止や、高さ 10ｍ（3階の軒程度）

の位置で軒の高さが揃った街並みを形成するためのもの

です。 

Ｑ６ 補助 54 号線を前提とした地区計画は問題だ。もっと時

間をかけて、街の人々の納得を得るべきではないか。 
Ａ６ この地区計画素案は、これまで下北沢街づくり懇談会を

はじめ、地元の皆様との意見交換を踏まえて（Ｐ1 のこれ

までの街づくりの流れ等参照）検討してきたものです。ま

た補助 54 号線や駅前広場等の都市計画道路については、

平成 13・14 年の地元説明会、公告・縦覧・意見書提出、

都市計画審議会など都市計画の手続きを経て決定してき

ており、その後の東京都と特別区による「区部における都

市計画道路の整備方針」（Ｈ16．3）、世田谷区の「道路整

備方針」（中間見直し、Ｈ16．10）においても、それぞれ

必要性の検証や都民・区民等の意見を踏まえ、優先的に整

備する路線に位置付けております。 

H10 年 6 月 H14 年 4 月 

Ｑ７ 素案説明会だけでは不十分だ。計画の内容を丁寧に説明

する必要がある。 
Ａ７ 去る 3月 24 日に全体説明会を開催しましたが、今後は、

地区計画が策定されることにより、新たな権利の制限を受

けることになる地権者（土地・建物所有者等の土地に係る

権利者）の皆様に対し、窓口や電話等で個別に説明・相談

を行い、また地元町会や商店会の会合を通じて説明・意見

交換し、より深く理解を得たいと考えています。 

※ 下北沢駅周辺地区の街づくりに関する情報や今まで寄せ

られた主なご意見と区の考え方・街づくり通信のバックナ

ンバーは、区のホームページ（アドレス下記参照）からご

覧いただけます。 
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都市計画の手続き
（１７年度目途）  下北 づくり懇談会や地元の皆様などとの意見交換 

※ 都市計画法第 16 条の意見は、

  都市計画法第 17 条の意見は、
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沢街
－１－ 

いの方、土地・建物を所有されている方や周辺の方などにお届けしています。 

づくりの基本的な考え方（「地区街づくり計画」（H16 年 5 月策定）より） 

と井の頭線が交差する
地域の商業の中心の街
おいても広域生活拠点
々の魅力的な商店街や
が形成され、それらが住
ている。小田急線の連続
体が持っている魅力を
、下北沢の特徴や地域資
み、地域の“心（しん）”と
』の実現をめざす。 

《街づくりの基本方針》 
① 鉄道の整備に伴う市街地が一体化する街づくり 
② 一体的な商業地として全体をつないでいく、歩
行者主体の街づく  り

り
③ 街並み景観の誘導と緑化の推進による、魅力あ
る街づく  
④ 防災・治安などへの配慮とバリアフリー化の推
進による、安全安心の街づく  り
⑤ 住民、事業者、行政などが役割と分担に応じて、
相互に連携・協力した街づくり 

地区計画の区域内に土地を所有している方、土地に係わる権利者が対象となります。

上記 16 条の対象者のほか、区域周辺の区民など広く対象としています。 





 
 
 

 
 
 

１ 建築物の高さの制限 
下北沢の現状の街並みと、新たな都市基盤の整備
を踏まえ、建築物の高さの最高限度を定めます。 
住宅を中心とする地区では、現在建築物の高さの
最高限度は４５ｍとされていますが、現状の低中層
の街並みに配慮して、高さの上限を１６ｍまでとし
ます。また、商業を中心とする地区では、現在建築
物の高さの最高限度が定められていませんが、秩序
ある街並みを形成するため、新たに高さの上限を定
めます。この商業地区では、建築物の高さの上限を
２２ｍまでとする親密感ある中層の街並みと、駅前
広場等の都市計画道路沿道で新しい街の顔となる、
ゆとりある中高層の街並みを形成します。 
都市計画道路沿道の一定規模の敷地で、歩行者の
回遊性を高める通り抜け通路や、街の賑わいの演出
等に効果的な広場等の公開空地設置を条件に、敷地
面積に応じて建築物の高さの上限を、３１ｍ、 

２ 壁面の位置と工作物の設置制限等 
道路の特性に応じて沿道に３種類の壁面線を定めます。

地区計画で定める具体のルールの説明 を前提と

４５ｍ、６０ｍまでとします。 

◆１号壁面線（鎌倉通り） 
・歩行者の安全性を確保するために、壁面の位置は道路中心か

ら４ｍ後退して、８ｍの道路空間を確保します。 

◆街 広場や通り抜け通路のイメージ 

下北沢には、ちょっとしたイベント空間
や、趣きの異なる商店街を行き来できる
通り抜け通路があると良いのではない

うか。 

◆街づくりに貢献する建 

対象敷地 
部分（

世区街 10 号線
線）に接する

世区街
210号線）
 

敷地規模 2,000㎡以上 上 

公開空地 敷地規模 と 

公開空地の 
取り方 

・まとまった から利用

しやすい位置に広場状に集約すること。 
・通り抜け状に設ける場合は、楽しく歩ける街並みの

形成や回遊性の向上に役立つように努めること。 
高さの最高限度 ６０ｍ ４５ｍ ３１ｍ 

－４－ 

●２ ●５００㎡以上の敷地の場合 

都市計画道路等 

歩行

歩行
セン
の広

街の賑わい、潤いポイン
な商業活動が期待できる

ゆと
者空

《表通り
いや潤
出し、
背面の
ートへ
る広場
の配置

 

に
り
果

通

ク
間

ント
動が

歩行者回

《表通りの賑わ
いや潤いを演
出する広場等
の配置》 

 

に示した道路沿
道である 

建築物の
高さは 
60ｍ以下 

建築物の
高さは 
45ｍ以下 

建築物の
高さは 
31ｍ以下 

建築物の
高さは 
22ｍ以下

YES YES 

敷地面積は2,000㎡以上ある

NO

YES 

NO    に示した道
路沿道である 

左図を見ながら、あなたの敷地に建てることができる

高さの最高限度が確認できます。 

左図の  色のエリアに敷地がある 
左
の
地

敷地面積は500㎡以上ある 

NO

NO

NO
YES 

街並みづくりに貢献

する公開性を持った

広場等をつくる 

YES YES 

街並みづくりに貢
献する公開性を持
った広場等をつく
る 

NO

※公開空地の規模、取り方の詳細については、現在、検討中です。 

壁面の位置の
制限を受ける
部分は、歩行
者が通行する
ための空間と
します。 
 ◎用途地域の見直し検討案します。 

築物の高さの最高限度 
補助 54 号線・
・補助 210 号
敷地 

部分（
10号線・補助
に接する敷地

500㎡以上 500㎡以

に応じた一定規模を確保するこ

公開空地を設ける場合は、道路
生垣 緑化したフェンス 

道路 壁面位置の
制限を受け
る部分 

◆工作物の設置制限 
・壁面位置の制限を受ける部分
は、歩行者の交通を妨げる次の
ような工作物の設置を制限し
ます。 

・門、フェンス、塀、

垣、車止め、植栽、

独立看板等 

・自動販売機、建築

設備機器等 

◆垣・さくの構造の制限
・震災時の危険性を回避し、
緑豊かな街づくりを目的
に、道路や壁面線に面する
垣又はさくの構造は、生垣
や緑化したフェンスとし
ます。 

－５－ 

 

◆２号壁面線 
・買い物空間や防災性の向上に役

立つ空間を充実させるために壁

面の位置は道路境界から０．５ｍ

後退します。 

・開放的で軒の高さが揃った街並

みを形成するために、高さ10ｍ

（３階の軒程度）を越える部分の

壁面の位置は２ｍ後退します。 

者回遊ルート

者空間のアク
トとなる空間
がり 

トとして自由
広場 

りある歩行
間の確保 

2
.
5
ｍ
 

1
0
ｍ
 

基礎の高さは
６０cm 以下と
します。

建築物の
高さは 
16ｍ以下

建築物の

図の  色
エリアに敷
がある 

現況道路

４ｍ

道路中心

８ｍ

現況幅員４ｍ未満
の場合は、道路中心
から２ｍまでを道
路区域とします 

道 路

０．５ｍ０．５ｍ

10ｍ

２ｍ

 
 
開放的で軒の揃った街
並みの形成を図ります

◆３号壁面線 
・歩道への商品のはみ出し防止や店
先の演出空間等とするため、高さ
２．５ｍ以下の部分の壁面は、１
ｍ後退します。 
・開放的で軒の高さが揃った街並み
を形成するために、高さ10ｍ（３
階の軒程度）を越える部分の壁面
は２ｍ後退します。 

２ｍ

１ｍ

2.5ｍ

都市計画道路（歩道部分）

歩道への商品
のはみ出し防
止しや、店先
の演出空間等
とします。10ｍ
並みづくりに貢献する公開性を持った

でしょ

,０００㎡以上の敷地の場合 
の賑わ
いを演
さらに
回遊ル
誘導す
・通路
》 

都市計画道路等 

既存商店街等 
歩行者回遊ルート

店舗表面が通路
面することによ
人を誘導する効
を高める 

回遊性を高める
り抜け通路 

歩行者空間のア
セントとなる空
の広がり 

街の賑わい、潤いポイ
として自由な商業活
期待できる広場 

ゆとりある
歩行者空間
の確保 

遊ルート




